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北海道公共建築工事シックハウス対策マニュアル 
 

平成 24 年 3 月 12 日 

北海道建設部建築局計画管理課 

１ 基本事項 
（１）経緯 

   建築物の高気密化や化学物質を放散する建材・家具等の使用により、室内空気中の化学物質が増

加し、建築物の居住者や利用者が体調不良を起こすと言う、いわゆる「シックハウス症候群」がこ

れまで道有施設でも発生しています。 

 道（建設部建築局）では、これまで建築工事に係るシックハウス対策として、工事に使用する建

築材料等には原則、化学物質を含有しない材料を選定することや建築物の屋内に係る工事段階にお

ける化学物質を低減対策に取り組んできたところです。 

 しかしながら、今般、屋上の防水改修や外壁改修工事に起因するとみられるシックハウス症候群

が発生したことから、今後、屋外で行われる工事を含めた対策が求められています。 

   又、施設を使用した状態で行われる改修工事などにおけるシックハウス対策についても、より一

層の取り組みの充実が求められていることから、これまでの取り組みを一元化、体系的に整理する

とともにより細やかな対応を図ることとする。 

 

（２）目的 

   このマニュアルは、公共建築物の整備に係るシックハウス対策として、設計・施工段階で配慮す

る基本的な事項などを取りまとめることにより、道民が利用する施設における室内空気中の揮発性

有機化合物等の濃度の低減化を進めることを目的としている。 

 

（３）適用工事 

建設部建築局が発注する建築工事、電気設備工事、機械設備工事、建具工事に適用する。 

 

（４）測定対象化学物質 

本マニュアルは、国土交通省が室内空気中の化学物質として濃度測定の対象としている、 

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの５物質を対象とする。 

 

（５）建築材料等 

   本マニュアルにおいて「化学物質を放散する建築材料等」とは次の材料を対象とする。 

 

 

 

 

 

（６）マニュアルの取り扱い 

   本マニュアルは、建設部建築局が整備する道有建築物のシックハウス対策について定めたもの

で、今後も国の関係省庁の動向や道庁内の「健康・快適居住環境連絡会議」と連携を図りながら随

時対策の見直しを行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

合板／木質系フローリング／構造用パネル／集成材／単板積層板／ＭＤＦ／パーティクルボー

ド／その他の木質建材／ユリア樹脂板／壁紙／保温板／緩衝材／断熱材／接着剤／塗料／仕上

材料／表面処理用木材保存（防腐・防蟻）剤 
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２ 設計 
 設計にあたっては次の事項に配慮すること。 

（１）適正な換気計画 
公共建築物の新築・改築・改修等にあたっては、建築基準法に準拠するとともに、揮発性有機化

合物等の発散量の少ない建材等を使用するとともに換気量を確保した設計を行う。 

（２）使用材料等の配慮 

建材は、ホルムアルデヒドの発散量が少ないＦ☆☆☆☆建材(注1) を使用するとともに、その他

の揮発性有機化合物を含まない資材を使用することを基本とする。 

ただし、該当する資材がない場合は、できるだけ揮発性有機化合物の発散量の少ないものを使用

すること。 
＜説明＞  

 屋内、屋外を問わず、全ての工事で使用する材料が対象です。 

 
(注１)  Ｆ☆☆☆☆（エフ フォースター）とは 

建築基準法では、ホルムアルデヒドの発散建築材料を定めています。ホルムアルデヒドの発散量が夏季にお

いて、表面積１㎡につき毎時0.005mg 以下に抑えている建材の等級をＦ☆☆☆☆（エフ フォースター）とい

います。 

また、JAS(日本農林規格)やJIS(日本工業規格)規格の製品でホルムアルデヒドの発散がF☆☆☆☆等級の規

格に適合する場合は表示が義務付けられています。 

 

（３）工法の選定 

   工法は、資材に含まれる化学物質の放散をできるだけ防止するものを選定する。 
   ＜説明＞ 

    防水工事や内装工事で使用する資材に含まれる化学物質は、躯体や設備配管貫通部などを通じて他の室に 

放散されることがあるので、工法の選定にあたっては、このことを配慮する。 

 

（４）工期の設定 

   工期は、化学物質の放散期間や室内化学物質の濃度測定に要する期間を考慮した適正なものとす

る 

工程、工期を勘案しながら、必要に応じて最大１５日まで、工期に加算できるものとする。 
   ＜説明＞ 
   「４測定化学物質の濃度測定」に定めるとおり、パシッブ型採取機器を用いる場合は、原則２４時間測定として

いる。測定前には３０分間の換気と５時間の閉鎖を行う必要があることから、測定のために要する時間は、最短で

も２９時間３０分となるため。（２箇所以上同時に測定する場合は、平行して行うことが想定されるため、必要時

間は２９時間３０分＋α程度と想定される。） 

    また、測定してから、分析機関へ採取機器を送付し（１日）、分析（１０日）、結果返送（２日）の合計１５日

間とする。 

    但し、上記日数は必要に応じて減じることができるものとする。 

 

（５）測定対象化学物質の濃度測定及び分析 

建築物の引き渡しまでの間に測定対象化学物質の室内濃度測定及び分析を行うために必要な経

費を見込むこと。 

 （参考）＜パッシブ型採取機器の例＞ 

採取機器 測定対象化学物質 

・測定バッジＦ 

・パッシブサンプラー 

ホルムアルデヒド 

・測定バッジＶ 

・パッシブサンプラー 

トルエン、キシレン、エチルベンゼン、

スチレン 

 
＜説明＞ 

 パッシブ型採取機器を用いて、測定対象化学物質（5物質）を測定するためには、ホルムアルデヒド用及びホルム

アルデヒド以外の 4物質用の 2種類を使用することとなる。巻末に参考として、国土交通省大臣官房官庁営繕部から

示されているパッシブ型採取機器を掲載している。 

  必要経費は、測定対象個所、測定対象物質、測定対象回数などを勘案の上、営繕工事積算標準単価に定められた単

価を用いて、共通仮設費として積上げ計上する。 

 原則、建築工事において、測定、分析を行うこととする。ただし、建築工事が無い場合は主たる工事において測定・
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分析を行うこと。 

 

（６）測定方法及び測定対象室等 

   測定方法及び測定対象室については、「４ 測定対象化学物質の濃度測定」によるほか、次の通

りとする。 

   ・改修、改造工事における測定対象室については、設計時に施設管理者と協議を行うこと。 

なお、施設管理者から測定対象室に関する要請等があった場合は、状況に応じて判断すること。 
＜説明＞ 

    改修、改造工事においては、工事着手前の測定は施設管理者が判断することとしているため、建築局が工事完了

時に測定する部屋と整合性を図るため測定室を事前に施設管理者と協議すること。 

学校施設については、教育庁（施設管理者）において工事着手前に測定を予定している。なお、知事部局の施設

については、工事着手前の測定の有無については、施設管理者の判断による。 
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３ 工事 
  施工にあたっては、次の事項に配慮すること。 
（１）資材の確認 

設計段階で選定した資材が、確実に現場に搬入されていることを確認する。資材の受け入れ検査

を実施し、実際の使用資材が適正かつ安全な資材であるか、化学物質製品安全データシート（ＭＳ

ＤＳ）（注２）または成分組成表などにより確認すること。 

 
＜説明＞ 

 資材が現場に搬入された時点の確認は、施工の第一段階として重要なことです。 

 資材の確認は、ＪＩＳやＪＡＳで規定された化学物質の放散等級（注３）や資材の製造者が発行する製品安全

データシートで行う。 

注２：化学物質製品安全データシート(MSDS) 

 注３：ＪＩＳ：日本工業規格 

    ＪＡＳ：日本農林規格 

  

 

(参考) 化学物質製品安全データシート（ＭＳＤＳ）の見本 

 

※実物はＡ４版で４～５枚程度 

 

※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組成・成分情報欄で、含有する 
化学物質名を確認すること 
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（参考） ＪＡＳ認定証の見本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）資材の保管 

資材は、通風の良い場所に保管し、資材間の化学物質の移行を防ぐための措置を講ずるよう努め

る。 
＜説明＞ 

 化学物質の放散量は、時間の経過と共に減少するのが一般的であることから、現場での資材の保管に当たっても、

通風の良い場所に保管するなど、できるだけ化学物質の放散に配慮する。 

 また、放散等級の異なる資材を同じ場所に保管する場合は、積み重ね保管を禁止するなど、資材間の化学物質の

移行にも注意する。 

 

（３）施工中の換気 

施工中は、建物内部及び足場内の積極的な通風、換気に努めること。 
  ＜説明＞ 

資材から放散する揮発性有機化合物等を速やかに排除して室内残留濃度を下げるために、できるだけ長時間窓

を開けるなど対策を行うこと。 

・通風を考慮し、効果的に換気が出来るように窓を開放する。 

・無風の状態や風通しが悪い場合は、扇風機などを利用して外気を取り入れるようにする。 

・改修工事（執務並行型）で、仮設足場の養生シートなどにより換気、通風がしにくい時は、養生シートなど

を定期的に解放するなどの対策をとる。 

  

（４）測定対象化学物質の室内濃度測定 

工事完成時の室内の測定対象化学物質の濃度が、厚生労働省から示された指針値（注４）以

下であることを確認する。 
＜説明＞ 

 工事完成時の最終確認としてもっとも重要なことです。工事が完成し十分な換気を行った後、特記仕様書等に

指定された箇所及び方法で室内の化学物質の濃度測定を行う。 

 なお、室内の化学物質濃度が指針値を超えた場合は、原因を特定するとともに、換気を行うなどの対策後、再

度測定し確認する。 

 

ホルムアルデヒドの放散量で、 
Ｆ☆☆☆☆を確認する 
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（注４）測定対象化学物質 

測定対象化学物質 厚生労働省の指針値（２５℃の場合） 

ホルムアルデヒド  ０．０８ｐｐｍ（ １００μｇ／m3） 

トルエン     ０．０７ｐｐｍ（ ２６０μｇ／m3） 

キシレン ０．０５ｐｐｍ（ ２００μｇ／m3）※ 

エチルベンゼン     ０．８８ｐｐｍ（３，８００μｇ／m3） 

スチレン     ０．０５ｐｐｍ（ ２２０μｇ／m3） 

※国土交通省大臣官房官庁営繕部の測定対象化学物質を準用する。
※平成31年（2019年）１月17日指針値改定（従前：０．２０ｐｐｍ（８７０μｇ／m3））

（５）施設管理者への通知

施設の引き渡し時に施設管理者に、測定結果（測定箇所、測定物質、測定日時、測定した化学物

質の濃度）（注５）を引き継ぐとともに、換気の奨励などの日常管理について指導する。 
＜説明＞ 

シックハウス対策は、施設管理者が日常行う換気の励行や換気設備の適正な使用が重要なことから、引渡し時に

十分な指導を行う。 

①化学物質の使用の配慮

殺虫剤、床ワックス、トイレの芳香剤・消臭剤等の薬剤や日用品はシックハウス症候群の原因物質を含んでいる

ものは原則、使用を控えること。 

②適正な換気の確保

自然換気の場合には、通風を考慮した窓の開放を行うこと。換気扇等機械換気設備が設置されている場合には

適正な換気量の確保がされていることを確認し、換気設備の常時運転を行うこと。 

（注５）別添の 様式１によること。（様式に添付する資料含む） 
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４ 測定対象化学物質の濃度測定 
工事完成時に測定対象化学物質（５物質）の室内濃度の測定を行い、厚生労働省の指針値(注４)

以下であることを確認すること。 

測定対象化学物質の測定フロー、測定方法及び測定箇所等については次によること。 
＜説明＞ 

濃度測定を行うにあたって、分析結果が、厚生労働省が示す指針値を超えた場合の対策（換気等による化学物

質の除去など）に必要となる期間を見込んで測定を行う。 

（１）測定フロー

（２）対象工事（施設）

建設部建築局が発注する施設に係る新築・改築・増築・改修・改造等の工事で建築工事、設備

工事を対象とする。 

ただし、別棟の車庫や物置などの付属施設、外構工事及び道営住宅の居住性向上改善工事（入

室内濃度の測定・分析

指針値以下 指針値超過 

原因の究明 

換気の徹底 

（ﾍﾞｰｸｱｳﾄ等の検討）

対策の実施 

再測定・分析

指針値以下 

分析結果の確認（報告書の作成） 

指針値超過 

・建築工事、電気設備工事、機械設備工事を行ったとき

工事施工 完成時 着手準備 

測定期間 

・測定は工事完成時におこなう

工期

↑引き渡し 
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居者が居住している状態で行う工事）などについては測定対象外とする。 
＜説明＞ 

屋上防水や外壁改修などの建物の外部改修工事も対象とする。 

（３）測定者

新築、改築、増築工事は、原則、建築工事の受注者とする。改修・改造工事は、原則、主たる

工種の受注者とする。 

なお、測定は、監督職員、工事監理者または施設管理者の立会のもと実施することとする。 
＜説明＞ 

改修・改造工事で設備工事だけの場合は設備工事受注者が測定する。（例:屋体の暖房設備改修だけの場合は、

機械設備工事が主たる工種となる） 

（４）測定対象化学物質

次の化学物質の室内濃度測定を行い、指針値以下であることを確認すること。

測定対象化学物質 厚生労働省の指針値（２５℃の場合） 

ホルムアルデヒド  ０．０８ｐｐｍ（ １００μｇ／m3） 

トルエン     ０．０７ｐｐｍ（ ２６０μｇ／m3） 

キシレン     ０．０５ｐｐｍ（ ２００μｇ／m3）※ 

エチルベンゼン     ０．８８ｐｐｍ（３，８００μｇ／m3） 

スチレン     ０．０５ｐｐｍ（ ２２０μｇ／m3） 

（５）測定対象室

１）庁舎、学校施設等（道営住宅を除く）

原則として、施工した居室とする。なお、外部改修工事だけを実施する場合は、外部改修工事

を行う建築物の居室について測定すること。 

なお、上記の対象室であっても、同じ仕様の室が２以上ある場合の測定は１室で行う。 
＜説明＞ 

・「同じ仕様の室」とは、次の①及び②に該当する室とする。

①用途、規模及び仕様が概ね同じである。

②階数が同じである。（階数が違うと室内環境に影響が大きいため同じ使用とはみなさない）

・「居室」とは、建築基準法第２条第４項の居室を指すが、廊下等の共用部に連続して設ける休憩コーナー等

は含まない。（居室の用途で、一つの室の形態を形成している場合に限る。空間として区画されていないと、

正しい測定結果が得られないため対象外とする） 

・別棟の車庫、倉庫などは除く。

・施設管理者が工事着手前に測定を行う場合は、工事完成時に測定する部屋は、出来る限り同一の部屋で測定

するように努めること。

測定箇所数（庁舎・学校施設等） 

室の床面積Ａ（㎡） A≦50 50<A≦200 200<A≦500 500<A 

測定箇所数 １ ２ ３ ４ 

＜説明＞ 

・定対象室の面積に応じて、概ね次の位置で測定すること。

（可能な限り、壁から１ｍ以上離れた位置とすること。）

・床面積が５０㎡以下の場合

 室の中央で測定 

（例）   

● 

・床面積が５０㎡を超える場合

    ２～４等分したそれぞれの中央で測定 

（例） 

２箇所 ● ● 

※平成31年（2019年）１月17日指針値改定（従前：０．２０ｐｐｍ（８７０μｇ／m3））
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        （例） 

    ３箇所 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

        （例） 

        ４箇所 

 

 

 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

２）道営住宅 

      道営住宅の測定においては、住棟毎に建設戸数又は大規模改善戸数の１割以上（１０戸未満の

場合は１戸以上）とし、各住戸２室以上とする。 

    なお、測定位置は、日照が多いことその他の理由から、測定対象物質の濃度が高いと見込まれ

る居室において 1箇所で測定を行う。（南向きの居間、寝室、台所等） 
＜説明＞ 

      ・長寿命化改善工事及び別棟の車庫、物置などは除く。 

 

（６）測定方法等（庁舎・学校施設等及び道営住宅共通） 

     拡散法（パッシブ方式）または厚生労働省が示す標準的測定方法（アクティブ方式）により実

施する。 
    ＜説明＞ 

      ・測定方法は受注者において選択すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    １）測定前の確認事項 

①内装又は塗装等の施工が終了し、その後十分な換気が行われていること。 

②中央式空気調和設備のように換気を行いながら空気調和を行う設備がある場合は、設備 

  の試運転が終了していること。 

       ③試運転等により室内空気中に化学物質を発散する恐れのある機器がある場合は、機器の 

     試運転等が終了していること。 
    ＜説明＞ 
        測定実施後、測定結果に影響を及ぼす作業は行わないことを確認すること。（タッチアップ、清掃等におい

て測定対象化学物質を含有している材料を使用する場合は、当該作業を終了していることも確認する。） 

 

    ２）測定方法 

     ①３０分間換気 

      測定対象室の全ての窓及び扉（造付家具、押入等の収納部分の扉を含む）を開放し、 

     ３０分間換気する。 

     ②５時間閉鎖 

       ①の後、測定対象室の全ての窓及び扉を５時間閉鎖する。ただし、造付家具及び押入等 

     の収納部分の扉は開放したままとする。 

     ③測定 

○拡散法（パッシブ方式） 
  吸着剤（測定バッジ又は測定サンプラー）を室内に設置し、室内空気中の化学物質を吸着させること

によって受動的に採取する方法です。ポンプ等で室内空気を採取するのではなく、室内空気の自然拡散

を利用して採取することから拡散法といいます。なお、吸着剤は、国土交通省が参考に示す測定機器・

製品を用いること。（参考資料１） 
  工事関係者や施設管理者などにおいてもマニュアルに沿って簡便に測定することが出来る。（厚生労働

省が指針値を示している 13物質のうち、建築局定める測定対象 5物質を含む７物質まで測定可能） 
○厚生労働省が示す標準的測定方法（アクティブ方式） 
  専用のポンプを用いて一定量の室内空気を採取し、化学物質を測定する方法です。 
  測定する機器の取り扱いが専門的なため、通常、専門の測定者や測定機関に依頼して測定及び分析を

行うこととなる。（厚生労働省が指針値を示している 13物質全てを測定可能） 
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       測定は次のイ及びロによる。 

       イ ②の状態のままで測定する。 

     ロ 測定時の室温は、施設管理者が日常使用する室温に近い温度で測定するよう努めるこ

と。 
＜説明＞ 

測定時の室温は、日常設定している室温に近い状態として測定することが重要なため、各施設管理者に確認

して設定する。（例:冬季に測定を行う場合、学校の教室の室温は 18 度から 20 度を想定している。ただし、屋

内体育館は 10 度以上で測定すること。） 

なお、室温の確保は、最低 8時間以上とし、日常使用される状態における時間帯を設定の上測定すること。 

 

     ハ ａ パッシブ方式 

         測定時間は、原則として２４時間とする。ただし、工程等の都合により、２４時間

測定が行えない場合は、８時間測定とする。 

             なお、８時間測定の場合は、午後２時～３時が測定時間帯の中央となるよう           

１０時３０分～１８時３０分までの時間帯で測定する。 

 

    【測定のイメ－ジ１】 

8:30       9:00           14:00     18:00                        10:00     14:00 

        測定の準備               

 ①３０分間

換気 

 

 ②５時間閉鎖 

 

            ③ ２４時間測定            

  4H                                           

4H   

   

         準備 

 

採暖時間                            準備   採暖時間  

                         ▲                                                   ▲ 

                  パッシブ型測定器を設置                                   回収 
    ＜説明＞ 

  ・測定中は、１時間毎に室温及び湿度を測定する。 

       ・採暖を開始する際は、室内が暖まるまでの準備時間を考慮すること。 

 

 

  【測定のイメ－ジ２】 

5:00       5:30           10:30          18:30                   10:30 

        測定の準備    

 ①３０分間

換気 

 

 ②５時間閉鎖 

 

            ③ ２４時間測定              

       8H 

   

         準備 

 

   採暖時間                            

                          ▲                                                   ▲ 

                  パッシブ型測定器を設置                                   回収 
    ＜説明＞ 
      ・測定中は、１時間毎に室温及び湿度を測定する。 

       ・採暖を開始する際は、室内が暖まるまでの準備時間を考慮すること。 

       注：①②③において、換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする。            
ただし、局所的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする。 

・測定を実施する人の衣服、手肌等に測定対象化学物質が付着していないことを確認する。（ドライクリーニ

ングを行ったままのもの、測定対象化学物質を含んでいるタンス等から出したものは着用しない。） 

 

       ｂ アクティブ方式 

 測定時間は３０分（居住建築物については２４時間）とし、午後２時～午後３時頃に

設定するのが望ましい。 
 

  ３）測定室の温度及び湿度の測定 

     測定時の平均室温が 20 度に満たない場合は、厚生労働省が示す温度・湿度による濃度補正（ホ
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ルムアルデヒド）が必要となることから、測定にあたっては、室内の 24 時間測定時（1時間測定）

における平均温度と平均湿度が必要となるので濃度測定の際は注意すること。 
 

（７）分析機関及び分析方法等（アクティブ方式及びパッシブ方式共通） 

   １）分析方法 

採取した試料の濃度分析は、厚生労働省が示す次の方法により分析すること。 

     ○ホルムアルデヒド 

①ＤＮＰＨ 誘導体化固相吸着－溶媒抽出―高速液体クロマトグラフ法 

     ○ホルムアルデヒド以外の測定対象化学物質 

①固相吸着－溶媒抽出法－ガスクロマトグラフィ質量分析法 

②固相吸着－加熱脱着法－ガスクロマトグラフィ質量分析法 

③容器採取法－ガスクロマトグラフィ質量分析法 のいずれかとする。 

 

   ２）分析機関 

    分析機関は、平成 16 年 2 月 20 日付け建計第 10600 号「VOC 測定ﾊﾟｯｼﾌﾞ採取機器の分析機関の

取り扱いについて」（資料 1）によること。 

○分析機関の要件（抜粋） 

      ①計量法に基づく計量証明登録業者であること。（事業区分が「濃度に係る計量証明事業」

のものに限る） 

      ②計量法に基づく計量士が分析及び分析の管理を行うこと。（登録の区分が「環境計量士」

のものに限る） 

      ③上記１）による分析が出来ること。 
 ＜説明＞ 

      ・平成 16 年 2 月 20 日付け建計第 10600 号「VOC 測定ﾊﾟｯｼﾌﾞ採取機器の分析機関の取り扱いについて」において、測定をパ
ッシブ方式で行う場合、機器・製品購入会社と違う分析機関も認めている。（道内の分析機関の活用） 

 

３）濃度の補正 

ホルムアルデヒドについては、測定時の平均室温が２０度に満たない場合は、厚生労働省が

示す温度・湿度による温度補正を行うこととし、補正された濃度値が指針値以下であることを

確認すること。 

厚生労働省が示す濃度補正式 

     Ｃ‘＝Ｃ×1.09（20－ｔ）×100／（50＋ｒｈ) 

       C  : 試料空気中のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ濃度（ｕｇ／m3） 

       ｔ : 試料採取時の平均気温（℃） 

       rh： 試料採取時の平均湿度(％) 

 

４）分析結果報告及び報告書に添付する証明書類 

分析結果報告等については、平成 16 年 2 月 20 日付け建計第 10600 号「VOC 測定ﾊﾟｯｼﾌﾞ採取

機器の分析機関の取り扱いについて」によること。又、分析結果の単位はμｇ／m3 又は ppm で

標記するものとする。 

○報告書に添付する証明書類 

      ①計量証明事業者登録証の写し 

      ②分析又は分析の管理を行った計量士の計量士登録証の写し 

      ③分析に使用した機器の写真 
   ＜説明＞ 
      ・「③の分析に使用した機器の写真について」は、パッシブ方式により測定を行った場合で、国土交通省が参

考に示している測定機器販売と分析機関（参考資料 1）が違う場合については、機器の写真を添付すること。

（例：パッシブ方式の測定機器・製品を国土交通省が参考に示すメーカーから購入し、道内の分析機関で分

析する場合。） 

 

（８）拡散法（パッシブ型測定バッジ又はサンプラー）を用いて測定する場合の留意事項 

   １）事前準備 

①測定バッジは、測定を開始する直前まで、袋から取り出さない。 

②測定バッジには品質保証期限があるので、その期間内か確認する。 
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（品質保証期限は、測定バッジの外袋のラベルに記載されている。） 

③購入後、測定までの間は３５℃以下で保存する。 

２）測定中 

       ①測定バッジは、台（テーブル、脚立等）の上に置くか、又は天井などから吊して、1.2～1.5

ｍの高さに設置する。 

       (ｲ)台の上に置く場合 

       ・台などに測定対象化学物質が含まれていない又は付着していないことを確認する。 

       ・測定バッジは、底の浅い陶磁器やガラス製の皿の上に置いてから、台などの上に載せる。 

       (ﾛ)天井などから吊す場合 

         ・ひもなどに測定対象化学物質が含まれていない又は付着していないことを確認する。 

      ・測定中に床に落ちることがないようにし、又、照明設備にあまり近づけないようにする。 

       ②測定場所とは別の場所で、ラベル等に受注者名、測定開始時間、測定終了時間、測定の合計

時間等必要事項を記入する。この時、油性マジック等測定対象化学物質が含まれているもの

は使用しないこと。（マジックから発散する物質を吸着する恐れがあるので、十分注意する

こと。） 

       ③測定は２４時間経過後、速やかに終了する。 

   ３）測定後 

      ①分析機関への送付中に袋等が破れないように、梱包に注意すること。 

      ②測定化学物質の変質防止のために、速やかに発送すること。 

 

（９） 測定結果の報告 

受注者は、測定、分析終了後に、測定結果を様式１（添付資料含む）により監督員へ提出する

こと。 

監督職員は、受注者から上記測定、分析結果を報告させ、測定対象化学物質の濃度が、厚生労

働省が示す指針値以下であることを確認すること。また、工事終了後に測定結果を様式１（添付

資料は必要なし）により計画管理課へ報告する。 
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５ 指針値を超えた場合の措置 
測定値が指針値を超えた場合には、原因を特定するととともに、原因物質の除去及び換気を行う

など対策を講じた後再測定を行う。 

なお、執務並行型の改修工事において指針値を超えた場合は、速やかに施設管理者に報告し、施

設管理者と連携の上改善措置を行うこと。 
＜説明＞ 

 執務並行型の改修工事以外（新築、増築、全館空き室改修・改造工事）は、受注者の責任において原因特定及び

改善措置を行うこと。 

 執務並行型の改修工事は、既存施設の原因によることも想定されるため、工事受注者、施設管理者双方が連携し

原因特定及び改善措置を行うこと。 

指針値を超えた場合は、部屋を利用している道民や施設使用者の安全を考慮して、施設管理者と連携の上、部屋

の使用を中止するなどの応急対策を行った上で改善措置をとることが重要となります。 

  

（１）発生原因の特定 

使用した建築材料等の化学物質製品安全データシート（ＭＳＤＳ）の再確認や作業手順などの再

確認を行うこと。また、当該部屋の作業に関わった専門業者などからも作業状況の確認を行うこと。 

必要に応じて厚生労働省が示す標準的な方法（アクティブ方式）により、揮発性有機化合物（Ｖ

ＯＣ）の濃度を測定し、発生原因の究明を行うこと。 
   ＜説明＞ 

    原因が特定できない場合や発生源の除去が直ちにできない場合は、自然減衰が期待できるか状況を見極めた上

で、各種対策を施す必要がある。対策としては（1）換気の励行(2)ベークアウト（温度上昇による化学物質の強制

放散）(3)吸着剤の設置(4)汚染源の除去などがある。 

   いずれにしても、引き渡しまでの間に、測定対象化学物質の低減を行うように改善措置を講ずること。 

 

（２）改善措置 

   発生源原因を特定した場合は、原因物質の除去、換気扇等の設置、塗装などにより発生の封じ込

め、分解材の散布、吸着材の使用など、施設の状況に応じて低減化を行う。 

なお、改修工事において、室内に備品等が残っている場合や施設管理者が使用している場合は、

原因の特定が困難となることが予想されるので、その場合は換気や通風対策による化学物質の低減

化を行う。 

 

（３）再確認 

   換気や原因物質の除去などの対策を講じた後、再測定を行い、指針値を超過していないことを確

認する。 

   なお、改修工事（執務並行型のみ）において、対策を講じて再測定をおこなっても指針値を超過

する場合は、部屋の使用を禁止することを含めて、施設管理者と協議を行うこと。 

 

（４）その他 

  特記仕様書において、「室内空気中の化学物質の濃度を測定し、厚生労働省の指針値以下である

ことを確認の上、報告すること」を求めており、化学物質の濃度を指針値以下とすることは契約の

履行条件となる。 

ただし、工期内に指針値以下とならない場合、その責任を工事請負業者に全て負わせるものでは

ないため、手直し指示、跡請保証、必要な場合は工期（改善措置期間）を延長することを検討する

こと。 

特に、執務並行型の改修工事や改造工事においては、備品類や施設利用者の出入りなどの影響も

あり化学物質の発生原因の特定をすることは、非常に困難が予想され、施工者が原因者であるとは

限らないため、個別事案ごとに判断すること。 

その際は、指針値を上回った部屋の安全対策や引き渡し後の措置などについて、施設管理者と十

分に協議を行うこと。 
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６ 工事期間中にシックハウス症候群が発生した場合の対応 
  施工中にシックハウス症候群が発生した場合は、次により対処すること。 

（１）対応フロー（執務並行型改修工事の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）原因の特定 

１）発生原因の特定 

使用した建築材料等の化学物質製品安全データシート（ＭＳＤＳ）の再確認や作業手順などの再

確認を行うこと。該当する部屋の作業に関わった専門業者又は、建物外部の工事に関わった専門業

者などから使用材料や作業手順の確認を行うこと。 

必要に応じて厚生労働省が示す標準的な方法（アクティブ方式）により、揮発性有機化合物（Ｖ

ＯＣ）の濃度を測定し、発生原因の究明を行うこと。 

 

（３）改善措置 

   発生源原因を特定した場合は、原因物質の除去、換気扇等の設置、塗装などにより発生の封じ込

め、分解材の散布、吸着材の使用など、施設の状況や作業状況に応じて対策を取ること。 

   なお、改善措置を行う場合は、監督職員及び施設管理者と情報の共有化を図り、密接な連携をと

りながら措置を行うこと。 

 
   ＜説明＞ 
    原因が特定できない場合や発生源の除去が直ちにできない場合は、自然減衰が期待できるか状況を見極めた上

で、各種対策を施す必要がある。対策としては（1）換気の励行(2)べークアウト（温度上昇による化学物質の強制

放散）(3)吸着剤の設置(4)汚染源の除去などがある。 

    いずれにしても、十分な情報の共有をしないままで改善策を講じた場合、被害が拡大することも懸念されるので、

受注者、監督職員、施設管理者の連携が大切となる。 

監督員 現場代理人 

施設管理者 

報告／

指示 

総括監督員 
or課長 

報告

＜原因究明・対応策の実施＞ 
原因究明（材料や作業手順の確認など） 
換気、通風対策の強化 
VOCの測定 
部屋の立ち入り禁止措置など 

シックハウス

症候群の発生 

報告書の作成（監督員） 

原因究明や改善策を講

じる場合は、監督員、

施設管理者と情報共有

しながら進めること。 
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【様式１】 ＶＯＣ測定結果報告書（庁舎・学校等） 

【様式１】 ＶＯＣ測定結果報告書（道営住宅） 
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【様式１ 添付資料】 測定個所図（例） 

【様式 1 添付資料】 測定写真（例） 
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【様式 1 添付資料】 分析結果（原本添付） 

【様式 1 添付資料】 分析中の室温・湿度（例） 
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【資料１】 

 

ＶＯＣ測定パッシブ採取機器の分析機関の取扱いについて 
平成 16 年 2 月 20 日 建計第 10600 号 

 

１ 目的 
  建築整備室発注の営繕工事の完成時に実施する室内空気中のＶＯＣ濃度の測定について、採取機器

メーカーが指定する分析機関以外の分析機関の取扱いを定める。 

 

２ 背景 
  建築整備室では、平成１５年度から発注工事の完成時に室内空気中のＶＯＣ濃度の測定を実施する

こととしており、その際の測定機器を原則パッシブ採取機器としている。 

  採取機器については、メーカー指定しているものではないが、国土交通省からの通知にある採取機

器一覧表を参考としているため、一覧表に掲載されている採取機器を使用している例が 多い。 

  一方で、採取機器メーカーが指定・推奨している分析機関のほとんどが道外であり、迅速な対応が

困難であることから、道内で分析したいという要望もあり道内分析機関での分析が一部で実施されて

いる例もでてきている。 

 これらの状況から、道内においても分析が可能で、迅速な対応ができるために分析機関の取扱いを

検討することとした。 

 

（１）国土交通省の通知一覧にある採取機器と分析機関（詳細は別紙１） 

    Ａ）測定バッジ（分析機関指定） 

   Ｂ）有機ガスモニター（分析機関推奨（１８機関）） 

   Ｃ）パッシブサンプラー（分析機関推奨（３４機関）） 

   Ｄ）パッシブガスチューブ（分析機関推奨（１機関）） 

 

（２）採取機器が推奨する分析機関の基準及びその検討 

  上記Ａ）～Ｄ）の採取機器のうち、分析機関を推奨しているのはＢ）～Ｄ）で、そのうち推奨基準

が明確であったＢ）有機ガスモニターの基準について検討する。 

    ①推奨分析機関の基準 

    有機ガスモニターの推奨基準は次のとおり。 

    1)作業環境測定機関の登録事業者で第一種作業環境測定士が在籍していること。 

    2)作業環境測定士インストラクターが在籍していること。 

     3)（社）日本作業環境測定協会の統一制度管理事業に参加し、評価がＡであること。 

 

     1)の条件を満たす事業者は道内で２７者（別紙２）で、石狩、渡島、空知、上川、胆振、十勝、

釧路支庁管内に所在しているが、石狩支庁管内に１５者が集中しており、全道的な基準とする

ことは難しいと考える。 

     また、2)、3)も満たす事業者となると更に少なくなるため、基準にすることは困難。 

 

  以上から、全国的な基準を本道の分析機関に適用することは困難と考え、道として分析機関として

信頼可能な別の基準を検討する。 

 

（３）道における分析機関の基準の検討 

   ＶＯＣ濃度の測定・分析について、道立衛生研究所、道建築指導課に問い合わせたところ、 

   ①濃度の測定に関しては、計量証明登録事業者という資格者がいる。 

   ②分析に必要な機器（ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド：高速液体クロマトグラフ、トルエ

ン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン：ガスクロマトグラフ）を所有していれば、分析は

可能。 

   との助言が得られたため、上記①、②の適用について検討する。 

 

   ①計量証明登録事業者（事業の区分：濃度に係る計量証明の事業） 

分析機関等については、平成 16 年当時の情報のため最新情報は別途確認のこと。



19 
 

    根拠法：計量法 

       登録事業者：道内に５１者（別紙３） 

          檜山、留萌、宗谷、根室支庁管内以外の１０支庁管内に所在。 

          （石狩支庁管内以外にも２６者所在している） 

濃度の区分：「濃度に係る計量証明の事業」の区分には、「大気」と「水又は土壌」があるが

対象物質等は同じ。 

      また、濃度に係る計量証明事業登録に必要な資格としての計量士（登録の区分：

環境計量士）には「大気」、「水又は土壌」の区分がないため、「濃度に係る計

量証明の事業」を行っている登録事業者であれば「大気」、「水又は土壌」を問

わず同等の内容の分析ができると考えられる。 

  ②分析に必要な機器 

    分析に必要とされる高速クロマトグラフ、ガスクロマトグラフの所有状況については確   

認していないが、迅速な分析には必要不可欠であり、分析機関として必須と考える。 

 

 （４）建築整備室の取扱い 
     以上から、室内空気中のＶＯＣ濃度を独自に測定・分析する場合の分析機関の要件を次のとお

り取り扱うこととする。 

 ①分析機関が備える要件 
   1)計量法に基づく計量証明登録事業者であること。 

   事業の区分が「濃度に係る計量証明事業」のものに限る。 

   2)計量法に基づく計量士が分析又は分析の管理を行うこと。 

   登録の区分が「環境計量士」のものに限る。 

   3)必要な機器により分析すること。 

   ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド：高速液体クロマトグラフ、 

   トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン：ガスクロマトグラフ 

 ②測定結果報告に添付する証明書類 

   1)計量証明事業登録証の写し 

   2)分析又は分析の管理を行った計量士の計量士登録証の写し 

   3)分析に使用した機器の写真（第三者（現場代理人等）と一緒に撮影すること） 

 
ＶＯＣ測定パッシブ採取機器の分析機関及び報告書の取り扱い根拠 

●分析機関 

ＶＯＣ測定パッシブ採取機器の分析機関の要件は、次の通りとする。 

１ 計量法に基づく軽量証明登録業者であること 

 ・事業区分が「濃度に係る軽量証明事業」のものに

限る。 

＜根拠法令＞ 

計量法第 107 条 

＜提出書類＞ 

計量証明事業登録証の写

し 

２ 計量法に基づく計量士が分析又は分析の管理を行

うこと 

・登録の区分が「環境計量士」のものに限る。 

計量法第 122 条、 

第 160 条 

分析又は分析の管理を行

った計量士の計量士登録

証の写し 

３ 必要な機器により分析すること 

・ホルムアルデヒド：高速液体クロマトグラフ 

・トルエン、キシレン、スチレン、エチルベンゼン：

ガスクロマトグラフ 

 分析に使用した機器の写

真 

●測定報告書 

 分析機関からの分析報告書の記載内容については、計量法に規定された計量証明書の記載事項に準じた、

次の内容が網羅されていること。 

１ 分析報告書（報告書に記載する事項） 

 ①分析報告書である旨の表記 

 ②分析報告書の発行番号及び発行年月日 

 ③分析報告書を発行した事業者の氏名及び名称並び

に住所 

 ④分析を行った事業所の所在地及び登録番号 

 ⑤分析を行った者の氏名及び登録番号（環境計量士）

 ⑥分析の対象 

 ⑦分析の方法 

 ⑧分析の結果 

 ⑨分析の一部を外部に行わせた場合の事業者の氏名

又は名称及び住所等  

＜根拠法令＞ 

計量法第 110 条の 2、

計量法施行規則第 44

条の 2 

＜添付書類＞ 

試料採取写真 

（採取状況・日時・温度・

湿度のわかるもの（１時

間ごとに 24 時間） 
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■ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレン用 パッシブ採取機器（サンプラー）一覧                   （別紙１） 
平成 15 年 4月 1日現在 

国土交通省住宅局住宅生産課作成 
対

象

物

質 

 

 

測定機器・製品 

 

 

型番 

 

販売・問合せ先 

（TEL、FAX、HP ｱﾄﾞﾚｽ） 

費用 分析 測定範囲・所要時間  

試験の結果に

よる評価 

（注 1参照） 

 

採取機器の 

価格 

 

分析費用 

 

分析機関 

 

分析方法

 

範囲 

 

所要時間 

 

 

 

 

ホ

ル

ム

ア

ル

デ

ヒ

ド

・

ア

セ

ト

ア

ル

デ

ヒ

ド 

測定バッジ Ｆ 

（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｱｾﾄ

ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ用。一回で

同時に測定可） 

 （財）建築保全ｾﾝﾀｰ 

TEL：03-3263-0080 

FAX：03-3263-0093 

www.bmmc.or.jp/ 

商品について詳細等の問

合せ先 

㈱オーピス（ｱｿﾊﾞﾝｽﾄｹﾐｶﾙｾ

ﾝｻｰ社製） 

TEL：03-5464-3141 

FAX：03-5464-3140 

www2.odn.ne.jp/opis 

 

5,530 円/個 採取機器の価格

に含み 

指定:㈱ダイヤ分析セン

ター内 

(財)ベターリビング分室

TEL：029-887-5346 

FAX：029-887-0779 

www.ibaraki-kankyo.jp 

ＨＰＬＣ ホルムアルデヒド 

0.01～3.3ppm 

 

アセトアルデヒド 

0.01～6.7ppm 

8～ 24 時間

（最長 40 時

間） 

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ○ 

ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ○ 

ﾊﾟｯｼﾌﾞｻﾝﾌﾟﾗｰ 

（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｱｾﾄ

ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ用。一回で

同時に測定可） 

DSD-DNPH 

DAT.NO282

21-u 

ｼｸﾞﾏｱﾙﾄﾞﾘｯﾁｼﾞｬﾊﾟﾝ 

ｽﾍﾟﾙｺ事業部 

TEL：03-5821-3191 

FAX：03-5614-6279 

www.sigma-aldrich.com/j

apan 

 

18,000 円 (10

本) 

10 本セットで

販売 

採取機器の価格

とは別途。 

右の機関では 1

個あたり 4,000

円。ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

とｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの

両方を分析する

ばあい 1 個あた

り 8,000 円。 

10 個以上まとめ

て分析する場合

の費用。このほか

に、ブランクサン

プルの分析が別

途必要。 

 

推奨:日化ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱ 

 

TEL：0294-23-7372 

FAX：0294-24-5320 

Member.nifty.ne.jp/nik

kats 

ＨＰＬＣ 

又は 

ＧＣ 

ホルムアルデヒド 

0.001～1.2ppm 

 

アセトアルデヒド 

0.001～3.5ppm 

8～24 時間 ホルムアルデ

ヒド○ 

アセトアルデ

ヒド○ 

ﾊﾟｯｼﾌﾞｶﾞｽｻﾝﾌﾟﾗｰ 

（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ用）

8015-069 柴田科学㈱ 

 

TEL：03-3822-2111 

FAX：03-3822-1109 

www.sibata.co.jp 

18,000 円 (10

本) 

10 本セットで

販売 

採取機器の価格

とは別途。 

右の機関では 10

本あたり 39,000

円。 

本数により変動。

このほかに、ブラ

ンクサンプルの

分析が別途必要。

 

推奨：（財)東京顕微鏡院

 

TEL：042-525-3176 

FAX： 

www.kenko-kenbi.or.jp 

Ａ Ｈ ＴＭ

－Abs 又は

ＨＰＬＣ 

 

約 0.01～0.5ppm 

（AHMT 分析の場合）

24 時間 ホルムアルデ

ヒド△ 
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エ

チ

ル

ベ

ン

ゼ

ン

・

ス

チ

レ

ン

・

ト

ル

エ

ン

・

キ

シ

レ

ン 

測定バッジ Ｖ 

（ﾄﾙｴﾝ､ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ用。

一回で同時に測定

可） 

 （財）建築保全ｾﾝﾀｰ 

TEL：03-3263-0080 

FAX：03-3263-0093 

www.bmmc.or.jp/ 

商品について詳細等の問

合せ先 

㈱オーピス（ｱｿﾊﾞﾝｽﾄｹﾐｶﾙｾ

ﾝｻｰ社製） 

TEL：03-5464-3141 

FAX：03-5464-3140 

www2.odn.ne.jp/opis 

 

5,530 円/個 採取機器の価格

に含み 

指定:㈱ダイヤ分析セン

ター内 

(財)ベターリビング分室

TEL：029-887-5346 

FAX：029-887-0779 

www.ibaraki-kankyo.jp 

ＨＰＬＣ ホルムアルデヒド 

0.01～3.3ppm 

 

アセトアルデヒド 

0.01～6.7ppm 

8～ 24 時間

（最長 40 時

間） 

ﾄﾙｴﾝ○ 

ｷｼﾚﾝ○ 

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ○ 

ｽﾁﾚﾝ○ 

有機ｶﾞｽﾓﾆﾀｰ 

（ﾄﾙｴﾝ､ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ用。

一回で同時に測定

可） 

NO3500 ｽﾘｰｴﾑﾍﾙｽｹｱ㈱ 

 

TEL：03-3709-8269 

FAX：03-3709-8490 

www.mmm.co.jp 

27,500 円 (10

個) 

 

採取機器の価格

とは別途。 

別途参照（個数に

より変動。このほ

かにﾌﾞﾗﾝｸｻﾝﾌﾟﾙ

（注 2参照）の分

析は別途必要） 

推奨：別途の 18 機関 ＧＣ/ＭＳ

又は 

ＧＣ 

～6000ppm 

 

8～24 時間 ﾄﾙｴﾝ△ 

ｷｼﾚﾝ○ 

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ○ 

ｽﾁﾚﾝ△ 

ﾊﾟｯｼﾌﾞｻﾝﾌﾟﾗｰ 

（ﾄﾙｴﾝ､ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ用。

一回で同時に測定

可） 

VOC-SD 

Cat.No.00

0J005 

ｼｸﾞﾏｱﾙﾄﾞﾘｯﾁｼﾞｬﾊﾟﾝ 

ｽﾍﾟﾙｺ事業部 

 

TEL：03-5821-3191 

FAX：03-5614-6279 

www.sigma-aldrich.com/j

apan 

42,000 円 (10

本)（10 本セッ

トで販売） 

 

採取機器の価格

とは別途。 

右の機関では 1

個あたり 8,000

円。（このほかに

ﾌﾞﾗﾝｸｻﾝﾌﾟﾙ（注 2

参照）の分析は別

途必要） 

推奨：日化ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱ 

 

TEL：0294-23-7372 

FAX：0294-24-5320 

Member.nifty.ne.jp/nik

kats 

ＧＣ/ＭＳ

又は 

ＧＣ 

0.002～0.55ppm 

（ﾄﾙｴﾝ） 

0.0004～1.5ppm 

（ｷｼﾚﾝ） 

0.0004～4.5ppm 

（ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ） 

0.0007ppm～ 

（ｽﾁﾚﾝ） 

 

8～24 時間 ﾄﾙｴﾝ△ 

ｷｼﾚﾝ○ 

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ○ 

ｽﾁﾚﾝ○ 

VOC-TD 

Cat.No.00

0J006 

42,000 円 (10

本)（10 本セッ

トで販売） 

 

採取機器の価格

とは別途。 

右の機関では 1

個あたり 10,000

円。（このほかに

ﾌﾞﾗﾝｸｻﾝﾌﾟﾙ（注 2

参照）の分析は別

途必要） 

推奨：㈱ｴﾑﾋﾞｯｸ 

 

TEL：03-5447-5285 

FAX：03-5447-5287 

www.mbic-eco.co.jp 

ＧＣ/ＭＳ 0.0006ppm～ 

（ﾄﾙｴﾝ） 

0.0004ppm～ 

（ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、

ｽﾁﾚﾝ） 

 

2 時間 ﾄﾙｴﾝ△ 

ｷｼﾚﾝ○ 

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ○ 

ｽﾁﾚﾝ○ 

 

（注１）室内空気対策研究会測定技術部会（主査：防垣和明独立行政法人建築研究所研究総括監）におけるパッシブ型の採取機器（サンプラー）の性能確認試験の結果を踏まえた評

価。（ホルムアルデヒドについては厚生労働省指針値と同程度及びその１／２程度の濃度帯における２４時間採取の他については厚生労働省指針値と同程度及びその２倍程

度の濃度帯における２４時間採取（VOC-TD については２時間採取）の、それぞれの相関性の試験を実施） 

 ○：濃度との相関が良い（複数の濃度水準における測定値の平均が、厚生労働省の標準的方法による測定値の平均との比較において、±20%以内を確保） 

   △:濃度との相関がやや悪い（同条件で、＋20%を超え又は－20%を下回る） 

（注２）化学物質を暴露していない測定機器 

なお、当一覧表は、「試験の結果による評価」の欄を除き、原則として各機器の販売メーカーの製品カタログ及びヒアリングに基づき作成した。 
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■作業環境測定機関登録事業者一覧（別表第三号及び第五号の作業所（27 者））                                     （別紙２） 
 

￥ 

登録 

番号 

測定機関名 住所 電話番号 指定作業場 備考 

１ ２ ３ ４ ５  

50-01 中央労働災害防止協会 

北海道安全衛生ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

〒064-0919 

札幌市中央区南 19 条西 9丁目 2-25 

(011)512-2031 ○ ○ ○ ○ ○  

01-01 ㈱北炭ｾﾞﾈﾗﾙｻｰﾋﾞｽ 

（日本作業環境測定協会北海道支部） 

〒003-0809 

札幌市白石区菊水 9条 3丁目 75 

（011）820-4711 ○  ○ ○ ○ 環境ｾﾝﾀｰ 

苫小牧市あけぼの町 1丁目 0144-55-1171 

01-03 環境コンサルタント㈱ 〒088-0606 

釧路郡釧路町中央 6丁目 15-2 

(0154)40-2331 ○  ○ ○ ○  

01-04 ㈱北海道分析センター 〒073-0100 

砂川市豊沼町 1番地  三井東圧化学㈱内 

(0125)52-2384 ○  ○ ○ ○  

01-07 財団法人 

北海道環境科学技術センター 

〒011-0024 

札幌市北区北 24 条西 14 丁目 8番 5 号 

(011)758-1161 ○  ○ ○ ○  

01-08 日本データサービス㈱ 〒065-0016 

札幌市東区北 16 条東 19 丁目 1番 14 号第 2高木ビル

(011)780-1111 ○  ○ ○ ○  

01-10 エア・ウオータ－㈱ 〒003-0805 

札幌市中央区北 3条西 1丁目 2番地（分析センター：

札幌市白石区菊水 5条 2丁目 3） 

(011)823-0252 ○  ○ ○ ○  

01-12 エヌエス環境㈱ 〒060-0001 

札幌市中央区北 1条西 16 丁目 1-12 

(011)643-1981 ○  ○ ○ ○  

01-13 ㈱福田文水センター 〒011-0024 

札幌市北区北 24 条西 15 丁目 2-5 

(011)736-2371 ○  ○ ○ ○  

01-15 財団法人 

北海道労働保健管理協会 

〒003-0024 

札幌市白石区本郷通 3丁目南 2番 13 号 

(011)862-5131 ○  ○ ○ ○  

01-18 北海道曹達㈱幌別工場 〒059--0003 

登別市千歳町 2丁目 12 番地 

(0143)85-2422 ○  ○ ○ ○  

01-20 ㈱環境科学研究所 〒041-0801 

函館市西桔梗町 28 番地の 1 

(0138)48-6211 ○  ○ ○ ○  

01-21 ㈱環境リサーチ 〒062-0922 

札幌市豊平区中の島 2条 9丁目 1-1 

(011)837-8780 ○  ○ ○ ○  

01-23 ㈱ズコーシャ 〒080-0048 

帯広市西 18 条北 1丁目 17 

(0155)33-4400 ○  ○ ○ ○  

01-24 エネ・エス環境科学㈱ 〒070-8045 

旭川市忠和 5条 7丁目 3-18 

(0166)62-2601 ○  ○ ○ ○  

01-25 ㈱ホクカン 〒079-8424 

旭川市永山 14 条 3 丁目 3番 4号 

(0166)24-5593   ○  ○  

01-27 北海道旅客鉄道㈱札幌鉄道病院 〒060-0033 

札幌市中央区北 3条東 1丁目 

(011)241-5405 ○  ○ ○ ○  

01-28 カンエイ実業㈱ 〒064-0807 

札幌市中央区南 7条西 5丁目 289-54 

(011)511-7878 休

止

 休

止

休

止

休

止

環境科学研究所 

札幌市南区真駒内本町 6丁目 

01-29 太平洋総合コンサルタント㈱ 〒085-0816 (0154)41-2633 ○  ○ 休 ○  
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釧路市貝塚 3丁目 4番 34 号 止

01-31 (有)ピーピーエムジャパン 〒070-0824 

旭川市錦町 22 丁目 2163 番地の 20 

(0166)54-9945     ○  

01-32 日鋼検査サービス㈱ 〒051-0006 

室蘭市茶津町 4番地 1 

(0143)23-1429 ○  ○ ○ ○  

01-33 ノーステクノリサーチ㈱ 〒050-0087 

室蘭市仲町 12 番地 

(0143)47-2359 ○  ○ ○ ○  

01-34 ㈱環境プロジェクト 〒004-0061 

札幌市厚別区厚別西 1条 1丁目 8番 10 号 

(011)895-6210 ○  ○ ○ ○  

01-35 

 

㈱苫小牧臨床検査センター 〒053-0816 

苫小牧市日吉町 2丁目 3番 9号 

(0144)72-5401 ○  ○ ○ ○  

01-36 協業組合 公清企業 〒060-0031 

札幌市中央区北 1条東 15 丁目 140 番地 

(011)221-8881 ○  ○ ○ ○  

01-37 野外科学㈱ 〒065-0043 

札幌市東区苗穂町 12 丁目 2番 39 号 

(011)751-5151 ○  ○ ○ ○  

01-38 ㈱ルネサス北日本セキコンダクタ 〒066-8511 

苫小牧市泉沢 1007 番地 39 

(0123)28-3333   ○ ○ ○  

01-39 ㈱北海道ラジオアイソトープセンター 〒064-0926 

札幌市中央区南 26 条西 14 丁目 1-10 

(011)563-5522  ○     

01-40 日本衛生㈱ 〒062-0054 

札幌市豊平区月寒東 4条 10 丁目 1-20 

(011)854-4781  ○   ○  

01-41 (有)ケーイーテクノ 〒079-1143 

赤平市字赤平 594 番地 1 

(0125)32-1133     ○  

01-42 荏原エンジニアリングサービス北海道

支店 

〒060-0007 

札幌市中央区北 7条西 15 丁目 28-11 

(011)644-2241 ○      
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■濃度に係る環境計量証明事業者一覧表（事業所所在地ベース） （別紙３）

支庁 市町村 氏名・名称 大気 水土 備考
石狩 札幌市 （株）アース総研 ○ ○
石狩 恵庭市 （株）アレフ ○
石狩 札幌市 エア・ウォーター（株） ○ ○
石狩 恵庭市 （株）エコニクス ○
石狩 札幌市 エヌエス環境（株） ○ ○
石狩 札幌市 荏原エンジアリングサービス（株） ○ ○
石狩 札幌市 カンエイ実業（株） ○ ○
石狩 札幌市 （株）環境テクニカルサービス ○ ○
石狩 札幌市 （株）環境プロジェクト ○ ○
石狩 札幌市 （株）環境リサーチ ○ ○
石狩 札幌市 （株）北日本ソイル総合研究所 ○
石狩 札幌市 クリタ分析センター（株） ○
石狩 札幌市 協同組合公清企業 ○ ○
石狩 札幌市 札幌石橋科学工業（株） ○
石狩 北広島市 三共物産（株） ○
石狩 札幌市 （株）東洋実業 ○ ○
石狩 札幌市 （株）ドーコン ○ ○
石狩 札幌市 日本衛生（株） ○ ○
石狩 札幌市 日本データーサービス（株） ○ ○
石狩 千歳市 （株）ルネサス北日本セミコンダクタ ○ ○
石狩 札幌市 （株）福田文水センター ○ ○
石狩 札幌市 ホクレン農業協同組合連合会 ○
石狩 札幌市 （財）北海道環境科学技術センター ○ ○
石狩 札幌市 北海道指導漁業協同組合連合会 ○
石狩 札幌市 野外科学（株） ○ ○
渡島 函館市 （株）環境科学研究所 ○ ○
渡島 函館市 （株）岸本医科学研究所環境分析センター ○
後志 共和町 住友金属鉱山（株） ○ ○
後志 京極町 北電総合研究所（株） ○
空知 深川市 （財）北海道農業近代化技術研究センター ○
空知 歌志内市 空知化学工業（株） ○ ○
上川 旭川市 エヌ・エス・環境科学（株） ○ ○
上川 旭川市 （株）日興ジオテック ○ ○
上川 旭川市 （有）ビービーエムジャパン ○ ○
上川 旭川市 （株）ホクカン ○ ○
網走 美幌町 （有）アクセス ○ ○
網走 北見市 環境コンサルタント（株） ○ ○
網走 紋別市 （株）自然環境綜合研究所 ○
網走 留辺蘂町 野村興産（株） ○ ○
胆振 苫小牧市 （株）環境総合科学 ○ 苫小牧東柔剣で分析
胆振 早来町 三友プラントサービス（株） ○
胆振 苫小牧市 （株）苫小牧臨床検査センター ○ ○
胆振 室蘭市 日鋼検査サービス（株） ○ ○
胆振 室蘭市 ノーステクノリサーチ（株） ○ ○
胆振 苫小牧市 （株）北炭ゼネラルサービス ○ ○
日高 門別町 環境総研（株） ○
十勝 帯広市 （株）ズコーシャ ○ ○
十勝 音更町 （株）北開水工コンサルタント ○ ○
釧路 釧路市 イーアイテクノ（株） ○ ○
釧路 釧路市 環境コンサルタント（株） ○ ○
釧路 釧路市 太平洋総合コンサルタント（株） ○ ○
合計 ５１者 37 50
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ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレン用 パッシブ採取機器（サンプラー）一覧               【参考資料１】 

（平成 21年 4 月 7日付け度国営整第 9号 国土交通省官庁営繕部整備課長通知）                       平成 21 年 4月 1日現在 
※測定機器・製品、費用等については、変更されている場合があるので、最新情報は国土交通省のホームページ等で確認すること。      国土交通省住宅局住宅生産課作成 

対

象

物

質 

 

 

測定機器・製品 

 

 

型番 

 

販売・問合せ先 

（TEL、FAX、HP ｱﾄﾞﾚｽ） 

費用 分析 測定範囲・所要時間  

試験の結果に

よる評価 

（注 1参照） 

 

採取機器の 

価格 

 

分析費用 

 

分析機関 

 

分析方法

 

範囲 

 

所要時間

 

 

 

ホ

ル

ム

ア

ル

デ

ヒ

ド 

UMEX100 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋ

ﾄﾞ用ﾊﾟｯｼﾌﾞｻﾝﾌﾟﾗｰ

SKC 

Cat.No.50

0-100 

㈱アイデック 

 

TEL：03-5625-4298 

FAX：03-5625-4299 

www.ihdc.co.jp 

28,560 円 (10

個入り) 

採取機器の価格とは

別途 

（ﾌﾞﾗﾝｸｻﾝﾌﾟﾙ（注２）

が必要） 

 

右 の ① 機 関 で は

7,875 円/個 

右 の ② 機 関 で は

6,000 円/個 

 

 

 

右 の ① 機 関 で は

5,775 円/個 

 

 

右 の ④ 機 関 で は

6,300 円/個 

 

 

 

右 の ⑤ 機 関 で は

6,000 円/個 

 

 

 

 

 

右 の ⑥ 機 関 で は

6,300 円/個 

 

 

 

右 の ⑦ 機 関 で は

7,350 円/個 

 

推奨:以下の 7機関 

 

①中央労働災害防止協会 

労働衛生調査分析ｾﾝﾀｰ 

TEL：03-3452-3064 

www.jisha.r.jp/ 

 

②㈱日吉 

TEL：0748-32-5001 

FAX：0748-32-4192 

www.hiyoshi-es.co.jp/ 

 

③(財)産業保健協会 

TEL：03-5482-0801 

FAX：03-5482-0803 

 

④㈱環境技術ｾﾝﾀｰ 

TEL：03-5298-5150 

FAX：03-3258-8666 

www.i-kankyo.com 

 

⑤(財)西日本産業衛生会

大分労働衛生管理ｾﾝﾀｰ 

TEL：097-552-8366 

FAX：097-504-3588 

www.nishieikai.or.jp/ke

nshin/inde_ooita.html 

 

⑥習和産業㈱ 

TEL：047-477-5098 

FAX：047-477-5324 

www.e-shuwa.jp/ 

 

⑦秋田環境測定ｾﾝ ﾀ ｰ㈱

TEL：018-864-1281 

FAX：018-864-1282 

www.aksc.co.jp/ 

 

ＨＰＬＣ 約 0.005～5ppm 

 

 

24 時間 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ○ 
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ホ

ル

ム

ア

ル

デ

ヒ

ド 

測定バッジ Ｆ 

（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｱｾﾄ

ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ用。一回で

同時に測定可） 

F ㈱オーピス東京事務所 

TEL：03-5414-1221 

FAX：03-5414-0102 

 

㈱オーピス大阪商品発送ｾ

ﾝﾀｰ 

TEL：06-6167-0661 

FAX：06-6167-0665 

www2.odn.ne.jp/opis 

5,355 円/個 無料 

（採取機器の価格に

込み） 

指定:㈱三菱化学ｱﾅﾘﾃｯｸ内

(財)ﾍﾞﾀｰﾘﾋﾞﾝｸﾞ分室 

【㈱ダイヤ分析ｾﾝﾀｰ社名

変更】 

TEL：029-887-5346 

FAX：029-887-0779 

www.dia-as.jp 

ＨＰＬＣ 0.01～3.3ppm 

 

 

8～24 時間

（最長 40

時間） 

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ○ 

 

営繕工事用の販売・問い合

わせ先 

(財)建築保全ｾﾝﾀｰ 

TEL：03-3553-0070 

FAX：03-3553-6767 

www.bmmc.or.jo/ 

 

5,355 円/個 

ﾊﾟｯｼﾌﾞｻﾝﾌﾟﾗｰ 

（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ用）

DSD-DNPH 

Cat.no.28

221-U 

ｼｸﾞﾏｱﾙﾄﾞﾘｯﾁｼﾞｬﾊﾟﾝ 

ｱﾅﾘﾃｨｶﾙ事業部 

TEL：03-5796-7350 

FAX：03-5796-7355 

www.sigma-aldrich.com/j

apan 

 

18,900 円 (10

本) 

10 本セットで

販売 

採取機器の価格は別

途。 

別添１の機関へ問い

合わせの事 

推奨:別添 1の 59 機関 

2009 年 4 月 1 日現在 

ＨＰＬＣ 

 

0.001～1.2ppm 

 

3～120 時

間 

ﾎﾙﾑｱﾘﾃﾞﾋﾄﾞ○ 

 

TEA ﾊﾟｯｼﾌﾞｶﾞｽﾁｭｰ

ﾌﾞ 

（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ用）

080150-06

9 

柴田科学㈱ 

 

TEL：03-3822-2111 

FAX：03-3822-1109 

www.sibata.co.jp 

21,000 円 (10

本) 

10 本セットで

販売 

採取機器の価格とは

別途。 

右の機関では 9,975

円/本。 

（このほかに、ブラ

ンクサンプル(注２)

の分析が必要） 

 

推奨：（財)東京顕微鏡院 

 

TEL：042-525-3176 

FAX： 

www.kenko-kenbi.or.jp 

Ａ Ｈ Ｔ Ｍ

－Abs 又は

ＨＰＬＣ 

 

約 0.01～0.5ppm

（AHMT 分析の場

合） 

24 時間 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ△ 

DNPH ﾊﾟｯｼﾌﾞｶﾞｽﾁｭｰ

ﾌﾞ 

（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ用）

 

 

080150-07

5 

18,900 円 (10

本) 

10 本セットで

販売 

採取機器の価格とは

別途。 

別添 3 の機関へ問い

合わせの事 

推奨：別添 3の 33 機関 

2009 年 4 月 1 日現在 

ＨＰＬＣ 

 

約 0.001 ～

0.3ppm 

24 時間 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ△ 

 

 

 

ト

ル

エ

ン

・

測定バッジ Ｖ４

（ﾄﾙｴﾝ､ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ用。

一回で同時に測定

可） 

V4 ㈱オーピス東京事務所 

TEL：03-5414-1221 

FAX：03-5414-0102 

 

㈱オーピス大阪商品発送ｾ

ﾝﾀｰ 

TEL：06-6167-0661 

FAX：06-6167-0665 

www2.odn.ne.jp/opis 

5,530 円/個 無料 

（採取機器の価格に

込み） 

指定:㈱三菱化学ｱﾅﾘﾃｯｸ内

(財)ﾍﾞﾀｰﾘﾋﾞﾝｸﾞ分室 

【㈱ダイヤ分析ｾﾝﾀｰ社名

変更】 

TEL：029-887-5346 

FAX：029-887-0779 

www.dia-as.jp 

 

ＧＣ （ﾄﾙｴﾝ､ｷｼﾚﾝ、ｴﾁ

ﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ） 

0.01～133ppm 

（ｽﾁﾚﾝ） 

0.01～67ppm 

8～24 時間

（最長 40

時間） 

ﾄﾙｴﾝ○ 

ｷｼﾚﾝ○ 

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ○ 

ｽﾁﾚﾝ○ 
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キ

シ

レ

ン

・

エ

チ

ル

ベ

ン

ゼ

ン

・

ス

チ

レ

ン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営繕工事用の販売・問い合

わせ先 

（財）建築保全ｾﾝﾀｰ 

TEL：03-3263-0080 

FAX：03-3263-0093 

www.bmmc.or.jp/ 

5,350 円/個 

有機ｶﾞｽﾓﾆﾀｰ 

（ﾄﾙｴﾝ､ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ用。

一回で同時に測定

可） 

NO3500 ｽﾘｰｴﾑﾍﾙｽｹｱ㈱ 

 

TEL：03-3709-8269 

FAX：03-3709-8490 

www.mmm.co.jp 

3,465 円/個 採取機器の価格とは

別途。 

別途 2 参照（個数に

より変動。このほか

にﾌﾞﾗﾝｸｻﾝﾌﾟﾙ（注 2）

の分析が必要） 

推奨：別途 2の 22 機関 

2009 年 4 月 1 日現在 

ＧＣ/ＭＳ

又は 

ＧＣ 

～6000ppm 

 

8～24 時間 ﾄﾙｴﾝ△ 

ｷｼﾚﾝ○ 

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ○ 

ｽﾁﾚﾝ△ 

ﾊﾟｯｼﾌﾞｻﾝﾌﾟﾗｰ 

（ﾄﾙｴﾝ､ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ用。

一回で同時に測定

可） 

VOC-SD 

Cat.No.00

0J005 

ｼｸﾞﾏｱﾙﾄﾞﾘｯﾁｼﾞｬﾊﾟﾝ 

ｱﾅﾘﾃｨｶﾙ事業部 

TEL：03-5796-7350 

FAX：03-5796-7355 

www.sigma-aldrich.com/j

apan 

 

44,100 円 (10

本)（10 本セッ

トで販売） 

 

採取機器の価格とは

別途。 

別添１の機関へ問い

合わせの事 

推奨：別途 1の 54 機関 

2009 年 4 月 1 日現在 

ＧＣ/ＭＳ （ﾄﾙｴﾝ） 

0.002～0.55ppm 

（ｷｼﾚﾝ） 

0.0004～1.5ppm 

（ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ） 

0.0004～4.5ppm 

（ｽﾁﾚﾝ） 

0.0007ppm～ 

8～24 時間 ﾄﾙｴﾝ△ 

ｷｼﾚﾝ○ 

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ○ 

ｽﾁﾚﾝ○ 

VOC-TD 

Cat.No.00

0J006 

44,100 円 (10

本)（10 本セッ

トで販売） 

 

採取機器の価格とは

別途。 

別添１の機関へ問い

合わせの事 

推奨：別途 1の 17 機関 

2009 年 4 月 1 日現在 

ＧＣ/ＭＳ (ﾄﾙｴﾝ) 

0.007ppm～ 

（ｷｼﾚﾝ） 

0.002ppm～ 

（ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ） 

0.002ppm～ 

(ｽﾁﾚﾝ） 

0.002ppm～ 

30分～4時

間 

ﾄﾙｴﾝ△ 

ｷｼﾚﾝ○ 

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ○ 

ｽﾁﾚﾝ○ 

ﾊﾟｯｼﾌﾞｶﾞｽﾁｭｰﾌﾞ 

（ﾄﾙｴﾝ｡ｷｼﾚﾝ､ｴﾁﾙ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ､ｼﾁﾚﾝ用。1

回で同時に測定

可） 

080150-D6

9 

柴田科学㈱ 

 

TEL：03-3822-2111 

FAX：03-3822-1109 

www.sibata.co.jp 

9,450 円 (12

本) 

 

採取機器の価格とは

別途。 

別添 3 の機関へ問い

合わせ事 

奨：別途 1の 35 機関 

2009 年 4 月 1 日現在 

ＧＣ/MS 

又は 

ＧＣ 

～50ppm 

 

8～24 時間 ﾄﾙｴﾝ△ 

ｷｼﾚﾝ△ 

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ△ 

ｽﾁﾚﾝ△ 

ﾊﾟｯｼﾌﾞｻﾝﾌﾟﾗｰ 

（ﾄﾙｴﾝ､ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ用。

一回で同時に測定

可） 

 

 

 

 

 

 

 

SKC 

Cat.No.57

5-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱アイデック 

 

TEL：03-5625-4298 

FAX：03-5625-4299 

www.ihdc.co.jp 

15,015 円(5 個

入り) 

59,640 円 (25

個入り) 

214,830 円

(100 個入り) 

678,825 円

(500 個入り) 

 

 

 

 

採取機器の価格とは

別途 

（ﾌﾞﾗﾝｸｻﾝﾌﾟﾙ（注 2）

が必要） 

 

右の①機関では左の

い ず れ の 機 器 も

10,500 円/個(GC/MS

の場合) 

右の②機関では、左

のいずれの機器も

10,000 円/個(GC/MS

推奨:以下の 8機関 

 

①中央労働災害防止協会 

労働衛生調査分析ｾﾝﾀｰ 

TEL：03-3452-3064 

www.jisha.r.jp/ 

 

②㈱日吉 

TEL：0748-32-5001 

FAX：0748-32-4192 

www.hiyoshi-es.co.jp/ 

 

GC/MS 

又は 

ＧＣ 

（ﾄﾙｴﾝ） 

～400ppm 

（ｷｼﾚﾝ） 

～200ppm 

（ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ） 

～200ppm 

 

 

 

 

 

 

～24 時間 

 

～24 時間 

 

6 時間 

 

 

 

 

 

 

 

ﾄﾙｴﾝ○ 

ｷｼﾚﾝ○ 

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ○ 
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ト

ル

エ

ン

・

キ

シ

レ

ン

・

エ

チ

ル

ベ

ン

ゼ

ン

・

ス

チ

レ

ン 

ﾊﾟｯｼﾌﾞｻﾝﾌﾟﾗｰ 

（ﾄﾙｴﾝ､ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ用。

一回で同時に測定

可） 

 

SKC 

Cat.No.57

5-002 

 

 

16,380 円(5 個

入り) 

61,635 円 (25

個入り) 

228,480 円

(100 個入り) 

721,980 円

(500 個入り) 

 

 

 

の場合) 

右の③機関では左の

い ず れ の 機 器 も

5,775円/個(GC/MSの

場合) 

右の④機関では、左

のいずれの機器も

8,400円/個(GC/MSの

場合) 

右の⑤機関では左の

い ず れ の 機 器 も

10,000 円/個(GC/MS

の場合) 

右の⑥機関では、左

のいずれの機器も

10,500 円/個(GC/MS

の場合) 

右の⑦機関では左の

い ず れ の 機 器 も

11,550 円/個(GC/MS

の場合) 

右の⑧機関では、左

のいずれの機器も

9,450円/個(GC/MSの

場合) 

③(財)産業保健協会 

TEL：03-5482-0801 

FAX：03-5482-0803 

 

④㈱環境技術ｾﾝﾀｰ 

TEL：03-5298-5150 

FAX：03-3258-8666 

www.i-kankyo.com 

 

⑤(財)西日本産業衛生会

大分労働衛生管理ｾﾝﾀｰ 

TEL：097-552-8366 

FAX：097-504-3588 

www.nishieikai.or.jp/ke

nshin/inde_ooita.html 

 

⑥習和産業㈱ 

TEL：047-477-5098 

FAX：047-477-5324 

www.e-shuwa.jp/ 

 

⑦秋田環境測定ｾﾝ ﾀ ｰ㈱

TEL：018-864-1281 

FAX：018-864-1282 

www.aksc.co.jp/ 

 

⑧日本環境㈱ 

TEL：045-780-3848 

http://www.n-kankyo.com

/ 

（ﾄﾙｴﾝ） 

～400ppm 

（ｷｼﾚﾝ） 

～200ppm 

（ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ） 

～200ppm 

（ｽﾁﾚﾝ） 

～200ppm 

 

 

～24 時間 

 

～24 時間 

 

8 時間 

 

8 時間 

ﾄﾙｴﾝ○ 

ｷｼﾚﾝ○ 

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ○ 

ｽﾁﾚﾝ△ 

ﾊﾟｯｼﾌﾞｻﾝﾌﾟﾗｰ 

（ﾄﾙｴﾝ､ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ用。

一回で同時に測定

可） 

 

SKC 

Cat.No.57

5-002 

 

 

19,005 円（5

個入り） 

（ｽﾁﾚﾝ） 

～200ppm 

 

8 時間 

ｽﾁﾚﾝ○ 

 

（注１）室内空気対策研究会測定技術部会（主査：防垣和明独立行政法人建築研究所研究総括監）におけるパッシブ型の採取機器（サンプラー）の性能確認試験の結果を踏まえた評

価。（ホルムアルデヒドについては厚生労働省指針値と同程度及びその１／２程度の濃度帯における２４時間採取の他については厚生労働省指針値と同程度及びその２倍程

度の濃度帯における２４時間採取（VOC-TD については２時間採取）の、それぞれの相関性の試験を実施） 

 ○：濃度との相関が良い（複数の濃度水準における測定値の平均が、厚生労働省の標準的方法による測定値の平均との比較において、±20%以内を確保） 

   △:濃度との相関がやや悪い（同条件で、＋20%を超え又は－20%を下回る） 

（注２）化学物質を暴露していない測定機器 

なお、当一覧表は、「試験の結果による評価」の欄を除き、原則として各機器の販売メーカーの製品カタログ及びヒアリングに基づき作成した。 
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■連絡先            

北海道建設部建築局 

計画管理課 営繕企画グループ 
                            Tel (011)231-4111 内線 29-868 

                            Fax (011)232-1092 

 

 




